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○地域活性化活動等助成金交付要綱 

平成４年８月18日 

告示第13号 

（趣旨） 

第１ 地域社会の健全な発展を目指して、自主的、主体的な地域活性化活動等

を支援するため、生活環境の整備及びイベント、その他活性化活動に要する

経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付

規則（昭和44年規則第３号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の種類、経費及び助成額） 

第２ 第１に規定する助成金の交付の対象とする事業の種類、経費及びこれに

対する助成額はつぎのとおりとする。 

事業の種類、経費 助成金の額 

(1) 集落又は主に村民で組織する団体

等の事業者が行う次に掲げる事業に要

する経費 

 

ア 生活環境の整備等 事業費の10分の8以内 限度額10万円 

イ イベントの開催 事業費の10分の5以内 限度額10万円 

ウ その他村長の認めたもの 村長が定める額 

（助成金の交付の条件） 

第３ 次の各号に掲げる事項は、助成金の条件とする。 

(1) 助成事業の内容を次のように変更しようとするときは、すみやかに村長

に申請して、その承認を受けること。 

ア 事業主体を変更しようとするとき。 

イ 事業費の２割を超える増減をしようとするとき。 

ウ 事業種目の施工箇所又は設置場所を変更しようとするとき。 

エ 事業種目の主要工事内容及び施設主要構造又は機械器具等の機能及び
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品目を変更しようとするとき。 

(2) 前号のアからエまでに掲げる変更のほか、事業種目の内容及び助成金額

を変更しようとするときは、すみやかに村長に報告すること。 

(3) 助成事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、又は助成事業が

予定の期間内に完了しないとき（遂行が困難になったときを含む。）は、

すみやかに村長に申請してその承認を受けること。 

２ 村長は、前項にかかげるもののほか、助成金交付の目的を達成するため必

要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付すること

ができる。 

（助成申請書の様式及び提出期限） 

第４ 規則第３条に規定する申請書は、助成申請書（様式第１号）によるもの

とする。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、村長が別に定める。 

（実績報告書の様式及び提出期限） 

第５ 規則第12条第１項に規定する実績報告書は、助成事業実績報告書（様式

第２号）によるものとする。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、村長が別に定める。 

（助成金の交付申請） 

第６ 助成事業者は、助成金の交付を請求しようとするときは、助成事業助成

金交付申請書（様式第３号）を村長に提出するものとする。 

（財産処分の制限） 

第７ 規則第19条第１項第２号に規定する機械及び器具並びに同条第２項第２

号に規定する期間は、村長が別に定める。 

２ 規則第19条第１項に規定する承認申請書は、助成事業財産処分承認申請書

（様式第４号）によるものとする。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 
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附 則（平成19年告示第10号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

様式第４号 

 


